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本市の不登校対策に資する取組について 

 

 

１ 趣旨 

  本市では、これまでにも、本市の子ども達の学びの機会を保障するため、教育

委員会を中心に不登校対策に取り組んでまいりました。しかしながら、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大など社会環境等の変化に伴い、不登校児童・生徒数は増

加傾向にあります。このことから、本市における不登校対策をさらに推進してい

くため、市長部局と教育委員会が連携して取り組むべく検討を進めておりますが、

現在進めている本市の不登校対策に資する取組について報告するものです。 

 

２ 今後予定されている取組等 

 (1) 情報共有のための関係課による連絡会議（不登校対策連絡会議）の設置（関

係課：政策課、子育て応援課、子ども家庭支援課、保育支援課、児童青少年課、

地域福祉推進課、生活福祉課、障害者福祉課、多様性社会推進課、指導室、そ

の他必要に応じて参加） 

 (2) 福祉・教育・保健部門が児童発達支援等の記録を共有し、切れ目のない支援

体制の構築（令和５年度システム構築、６年度運用開始予定） 

 (3) 小・中学生からの小児科オンライン相談の開始（令和４年度実施済） 

 (4) ヤングケアラーの状況調査（令和５年度実施予定) 

 (5) 児童発達支援センター（仮称）の設置（令和６年度供用開始予定） 

(6) その他教育委員会における取組 

ア いじめ防止対策推進条例の制定（令和５年第１回市議会定例会に提案中） 

イ 不登校特例校の設置（令和７年度供用開始予定） 

ウ 全ての小・中学校に「サポートルーム」の設置（令和５年度設置予定） 

エ ＳＣ、ＳＳＷ等の関係機関等と連携した支援体制の充実 

 オ 不登校対応プロジェクトチームの設置（令和４年度設置済） 
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ヤングケアラー支援体制強化事業【子ども家庭支援課】

新規事業 児童虐待防止ネットワーク事業費

ヤングケアラーの実態把握のための調査を実施

■調査内容…ヤングケアラーの人数・ケアの頻度、時間等、家族のケアの状況やその影響。

市内の小・中・高校生

約2万人と

関係機関約100か所を

対象にWEBアンケートを実施

■ヤングケアラーに対し適切なサービスにつなげられるよう、関係機関・団体等と連携し、

相談・支援、適切な機関へのつなぎを行う専門職を配置

ヤングケアラーへ支援をつなげる、ヤングケアラー・コーディネーターを配置

【事業概要】

【目指す効果】

→支援が必要かどうか・どのような支援が欲しいのか？

☑ヤングケアラーの早期発見

☑子ども自身が気付くことで、相談行動に移すことができる

☑調査結果を踏まえた分析を行い、支援施策を検討する

☑ヤングケアラーに関する問題意識を喚起し、適切な支援を行う

☑ヤングケアラーの支援体制の構築を図る

保健師、社会福祉士、臨床心理士等の、

資格を有する者

要件


